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令 和 ３ 年 １ １ 月 ５ 日

各保護者 様

八女市長 三田村 統 之

（健康福祉部子育て支援課こども保育係）

新型コロナウイルス感染及び感染拡大状況による

保育所等の登園についての受入緩和について

日頃より、感染予防対策へのご協力をいただきありがとうございます。

前回、令和３年８月２５日付け文書によりお願いをいたしておりました、登園

を控えていただく場合（裏面５）の内容につきまして、八女市内及び近隣地域に

おきまして感染拡大状況が改善してまいりましたので、下記のとおり一部変更

いたします。

今後も、状況に応じて登園についての受入れ状況を変更することがございま

す。また、各保育所等において、感染拡大防止のためのやむを得ない臨時休園を

実施する場合は、ご協力をいただきますようお願いします。

保護者の皆様・市・施設が連携し、子どもたちと関係者の命と健康を守り、感

染拡大を防ぐために、今後とも状況に応じた感染予防対策へのご理解とご協力

をお願いします。

記

１ 施設へのご連絡について ※変更なし

児童及び同居者等が感染者または濃厚接触者等（念のための検査対象者を含

む）になった時点で、必ずご利用中の保育所等にその旨を連絡してください。

２ 児童及び同居者等が感染者及び濃厚接触者等となった場合 ※変更なし

保健所の指示を受け、指定された期間の登園はしないでください。（陰性が確

認された場合も、自宅待機等を要する期間は保健所の指示を受けて従ってくだ

さい。）

【公印割印省略】
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３ まだ受診していないが発熱や疑わしい症状がある場合 ※変更なし

登園せずに、保健所（帰国者・接触者相談センター）へご相談ください。

４ 感染拡大防止に伴う臨時休園について ※変更なし

市は、児童及び関係者等に感染が確認された場合や感染が拡大する恐れがあ

る場合は、保健所及び施設との協議により必要な場合は臨時休園を決定するこ

とがあります。臨時休園が決定した時は、施設から連絡がありますので感染拡

大防止のためにご協力をお願いします。

既に納付済の臨時休園期間分の保育料返還等については、臨時休園後に改め

て市からお知らせします。（０～２歳児で保育料がかかっている場合のみ）

５ その他の場合で登園を控えていただくとき ※変更あり

・児童自身に熱が出たとき（解熱後２日間まで） 今回削除

・児童の同居者が熱があるなど体調不良であるとき 今回削除

・同居者が抗原検査及びＰＣＲ検査（濃厚接触者以外での検査を含む）を受

けることが判明し、陰性の結果が出る前であるとき

◆感染等についてのご連絡は

ご利用中の各保育所等 へ

◆お問い合わせ

八女市役所 健康福祉部

子育て支援課 こども保育係

電話：０９４３－２３－１３５１

連絡先：福岡県南筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課 感染症係

ＴＥＬ：０９４４－６８－５２２４(夜間休日：０９２－４７１－０２６４）


